
 千葉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  平成１８年３月２４日  

千葉市長 鶴 岡 啓 一  

千葉市規則第１３号  

   千葉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則  

 千葉市建築基準法施行細則（昭和５９年千葉市規則第５９号）の一部

を次のように改正する。  

 第３条中「３９の１３の項」を「３９の１５の項」に改め、同条第３

号中「前各号」を「前２号」に改める。  

 第５条の２中「第１０条第２項」を「第１０条第４項」に改める。  

 第６条（見出しを含む。）中「公告」を「公示」に改める。  

第７条第３項中「地区計画等」を「地区計画」に改め、「第７条第２

項」の次に「又は第３項」を加える。  

 第７条の２の見出し中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク

等」に改める。  

 第１０条第２項中「第１２条第５項」を「第１２条第７項」に改め 

る。  

 第１４条の２第４項第３号中「第８５条第４項」を「第８５条第５

項」に改める。  

 第１５条第５項中「の規定による報告書及び前項の規定による」を

「に規定する報告書及び定期調査報告書並びに前項の」に改める。  

 第１６条第１項及び第２項中「第１２条第２項」を「第１２条第３

項」に改め、同条第５項中「の規定による報告書及び前項の規定によ

る」を「に規定する報告書及び定期検査報告書並びに前項の」に改め 

る。  

 第２０条の３中「第５２条第７項第１号」を「第５２条第８項第１

号」に改める。  

 第２３条第２項第３号中「第５１条第２項」を「第５１条第４項」に

改める。  

第２４条の見出し中「一定の複数建築物に対する制限の特例」を「１

の敷地とみなすこと等による制限の緩和」に改め、同条第１項中「第 



８６条第１項及び第２項」の次に「並びに法第８６条の２第１項」を加

える。 

第２５条中「第５１条第２項」を「第５１条」に改める。 

第２６条第１項中「第１１条の７第４項」を「第１１条の４第３

項」に改め、「閲覧場所は」の次に「、建築計画概要書、築造計画概

要書、建築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書にあって

は」を加え、「とする」を「とし、定期調査報告概要書及び定期検査

報告概要書にあっては、都市局建築部建築指導課内とする」に改める。 

 様式第１８号中  

「  

閲 覧 年 月 日       年  月  日   を  

」  

「  

閲覧をしようとす

る概要書（該当す

る概要書の左の□

にチェックをして

ください。）  

□建築計画概要書 □築造計画概要書  

□建築基準法令 による処分の概 要書  

□全体計画概要書 □定期調査報告概要書 

□定期検査報告概要書  

 

閲 覧 年 月 日       年  月  日  

 に  

」  

改める。  

   附 則  

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条の改正規定

（「３９の１３の項」を「３９の１５の項」に改める部分に限る。）

及び第２６条第１項の改正規定（「第１１条の７第４項」を「第１１

条の４第３項」に改める部分を除く。）は、同年４月１日から施行す

る。  

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができ 

る。  


